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内部統制システム整備の基本方針 

 

当社は、コーポレートガバナンス強化の一環として内部管理体制の整備・強化に取り組ん

できたが、今後も健全で持続的な発展を目指して内部統制システムを整備し運用すること

が経営上の重要な課題であると考え、会社法及び会社法施行規則に従い、次のとおり「内部

統制システムの整備の基本方針」を決定し、もって業務の有効性、効率性及び適正性を確保

し、企業価値の維持・増大につなげるべく努力する。 

  

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制  

当社は、取締役及び使用人の職務の遂行が法令、社会規範、定款及び社内規程に適合する 

こと（以下「コンプライアンス」という）を確保するための体制として、取締役会、監査 

役、内部監査部門並びにコンプライアンス委員会がそれぞれの機能を最大限に発揮しつ 

つ相互に連携して目的の達成に努力する体制を基本とする。  

（１） 取締役会は法令遵守のための体制を含む内部統制システムの整備についての基本 

方針を決定するとともに、定期的に整備状況の確認を行う。  

（２） 監査役が取締役会に出席することにより、取締役の職務執行を監督する機能の維持・

向上を図る。  

（３） 監査役は、取締役会など主要な会議に出席し、各々の有する経験及び知見に基づき

種々の意見や提言を適宜行うとともに、内部統制システムの整備・運用状況を含め

取締役の職務執行を監査する。  

（４） 内部監査部門は、監査を通じて各部門の職務の執行が法令、定款並びに社内規程に 

適合していることを確認する。  

（５） コンプライアンス委員会は、コンプライアンス管理規程及びコンプライアンスに 

関する規程の制定、改廃に関する取締役会への付議、コンプライアンスに関連する

役職員の行動規範として「コンプライアンス・マニュアル」の整備並びに研修実施

等により取締役及び使用人のコンプライアンス意識の維持・向上を図る。また、役

職員が法令違反の疑義のある行為等を発見した場合には、速やかにコンプライアン

ス委員会に報告される体制を構築し、さらに匿名が保障された社内外からの通報制

度を設け、従業員に対して制度利用の働きかけを強化していく。  

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制  

取締役会、執行役員会議その他重要な会議の意思決定にかかわる情報、社長及び担当役員 

決裁その他の重要な決裁にかかわる情報を記録し、文書管理規程に従って保存・管理した



うえ、必要な関係者が閲覧できる体制を構築する。  

 

３．損失の危機の管理に関する規程その他の体制  

（１）経営に関する重大な影響を及ぼすリスクを全体的に認識、評価、対応する仕組みを 

   構築しており、リスク管理に関する規程を運用し、平時における事前予防体制と有事 

における迅速な対応並びに再発防止策を講じる体制のもと、リスクの低減および影 

響の最小化を目的とした適切なリスク管理に取組んでいく。  

（２）内部監査部門は、全社のリスク管理状況をレビューするため、各部署のリスク管理 

状況を監査し、定期的に執行役員、関連部長及び監査役に報告する。  

（３）当社経営におけるリスクのうち、収益に最も影響の大きい主原料価格リスクについて 

は、原料部において価格リスクを持つ数量の把握を行うとともに、経営企画部におい 

て包括的に状況を把握する。  

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制  

当社は、以下の職務権限、意思決定ルール及び経理管理システムを用いて、取締役の職務

執行の効率化を図る。  

（１） 取締役会は、取締役の職務執行が効率的に行われるよう職務権限（取締役に対する 

権限委譲を含む）と意思決定ルールを関連社内規程に定め、権限と責任を明確にす

る。これらの社内規程の改廃は取締役会の決定によるものとする。また、業務の簡

素化、組織のスリム化及びＩＴの適切な利用を通じて、業務の効率化を推進してい

く。  

（２） 取締役会は、中期経営基本方針ならびに中期事業計画を策定し、毎事業年度におい

て中期経営基本方針ならびに中期事業計画との整合性を持たせた年度事業計画と部

署別重点施策を策定のうえ、その執行を監督する。  

 

５．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に

関する事項  

監査役は、原則として、その職務を補助する使用人（以下「監査役スタッフ」という）を 

配置しないものとする。ただし、監査役から求めがあった場合には、取締役会は監査役監 

査基準に基づき、必要性を勘案のうえ、その配置について検討する。 

 

６．前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項  

監査役スタッフの適切な職務遂行のため、監査役スタッフは取締役の指揮命令を受けな 

いものとする。  

 

７．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する事



項  

取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、全社的に重大な影響を及ぼす

事項、内部監査の実施状況、社内外からの通報制度を利用した通報の状況及びその内容、

その他監査役が職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項について速やかに報

告、情報提供を行うものとする。 

  

８．前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと

を確保するための体制  

当社は「コンプライアンス管理規程」の下に「内部通報細則」を定め、当該報告をしたこ

とを理由に不利な取扱いをしないことを徹底する。 

  

９．監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項  

監査役が職務の執行につき、費用の前払等を請求したときは、請求に係る費用又は債務が 

当該監査役の職務の執行に関係ないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債 

務を処理するものとする。  

 

10．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制  

（１）代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るため、定期的な会合を持つこととする。  

（２）取締役は、監査役が必要と認めた重要な取引先の調査にも協力する。  

（３）取締役は、監査役の職務の遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合に、弁護士、 

公認会計士等の外部専門家との連携を図れる環境を整備する。  

  

11．反社会的勢力排除に向けた基本方針及びその整備状況  

（１）反社会的勢力排除に向けた基本方針  

当社は、社会的秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力とは一切の 

関係を持たず、また不当な要求に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応する。  

（２）反社会的勢力排除に向けた整備状況  

反社会的勢力との関係を遮断する取組みを一層推進するため、対応統括部署を総務

人事部と定め、不当要求防止責任者を配置するとともに社内体制の整備・強化を図る。  

また、総務人事部を窓口として平素より所轄警察署及び外部専門機関などと連携す

ることにより反社会的勢力の排除に向けた情報収集並びに共有化に努め、社内への

周知徹底及び注意喚起を行う。  

   

以上 


